
 

 

平成 30年度自主防災会長初任者研修会 次第 

 

 

日時：平成 31 年３月 17 日（日曜日） 

(第 1 部) 午前 9時 30 分から午前 11 時 50 分まで 

(第 2 部) 午後 1時 30 分から午後 3 時 50 分まで 

会場：長岡市消防本部 ４階 研修室 

 

 

 

 

１  開会挨拶 

 

２  自主防災活動に関する基礎講習（60分） 

テーマ：「自主防災活動を進める上での基礎知識」 

講師：中越市民防災安全士会 会長 岸 和義 

 

～休憩～ 

 

３  ワークショップ（60分） 

テーマ：「次年度の自主防災活動で実践したいこと」 

コーディネーター：(公社)中越防災安全推進機構 河内 毅 

 

４  閉会挨拶 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災会で災害対応名簿を整備するには 

・名簿整備は個人情報とかプライバシーとかで難しいのでは？ 
・そもそも名簿は何のために必要なの？ 
・自主防災会のこともよく理解できていないんだけど・・・ 

１、まず、「自主防災会の役割」を再確認してみましょう 
  ①自主防災会は災害時の住民の生命の確保、安全確保が目的です。 

その為の準備や災害発生時の様々な活動を行います。 

  ②最近は、高齢化の進展の中で「避難行動要支援者対応」など活動の幅が広がっています。 

  ③町内での取組みとして「防犯」というのもあり、平時の住民安全に取り組んでいますが、 

   防災は「災害発生時」の対応です。 原発事故などの「事故対応」もありますね。 

２、では、なぜ「災害時の住民名簿」なのでしょうか？ 
  ①災害時の住民の安全確保、生命確保の確認を行う場合、「住民全員を漏れなく、しかも速やか 

に安全であることの確認」をしなければなりません。 これが「安否確認」です。 

  ②住んでいる町が５軒とか１０軒であれば名簿は不要かも知れませんが、人数が増えると 

   「速やかに精度の高い」安否確認をするには「名簿」などチェックのための資料が必要と 

   なります。 これが「災害対応名簿」です。 

３、安否確認はどの様に行われるか？ 
  ①多くの町内では、災害時に住民の安否を確認するのは「班長」です。町内によって方法は 

   まちまちですが、会長の指示により班長が自班の家庭を１軒づつ回り、名簿に記載の住民 

   が安全な状態にあるか、行方が不明かなどを確認し、結果を町内の防災本部に伝えます。 

  ②安否確認の大切な役割は「不明～姿がみえず、行先が不明」な人の消息を掴む 

ことです。住民からの聞取りや、必要に応じて探索を行うことになります。 

 

４、様々な名簿と「名簿のための家族台帳」 
  ○名簿を作成するために「家族台帳」の提出を求める町内もあります。単なる氏名の情報に留ま 

らず、「災害時に手助けが必要か」、「緊急の連絡先は」などの情報提供を依頼する地域もあります。

○地域が台帳や名簿を使って何をするかによって、それぞれの情報の量が変わってきます。 

台帳 簡略版 

台帳 詳細版 

＜様々な家族台帳＞ ＜様々な防災名簿＞

名前主体の名簿 

連絡先等を含む名簿 

＜班長用班名簿＞

班長用名簿 

詳細データを求めれば町内会

用としての活用も可能だが、

情報管理のリスクは高まる。 

・要支援者対応が出来ていな

いのに「要支援者情報」を掲

載したりしないように。 
・台帳作成を省き、名簿作成

に進む事も可能。

平成 31年 3 月 17 日 
中越市民防災安全士会 

班員に限定の名簿を管理し、 
いざという時に安否確認用の 
ツールとして活用する。 



 

 

 
５、台帳や名簿を作成する際の注意事項  
 １）“個人情報保護法があるから名簿作りは無理”は「過剰反応」です。 あわてずに考えましょう。 

   ・個人情報保護法は「名簿情報の転売や外部流出などによる事故」を防止する狙いで制定されたもの。 

   ・名簿や台帳の目的や使用制限を説明し、本人の同意のもと集めた情報を活用します。 

 ２）個人情報保護法を尊重しながら必要な情報を集め、整備しましょう。 

  ①個人情報保護法に則り、住民の個人情報を扱うための原則は以下の２点です。 

   ・本人の意思尊重 ・・それぞれ事情がおありです。情報を出さない選択肢もあります。 

   ・情報の管理 ・・漏えいしないよう、他の用途に使われない様、しっかり管理できる様にします。 

  ②この原則の上に組み立てられた法令面での義務は下の５項目です。 

１）利用目的の特定 何に使うのか、情報取得の目的を明示。それ以外には使いません。 

２）適正な情報取得 側聞や推測、不正な手段で取得してはならない。本人から得る。 

３）情報の安全な管理 情報の漏えいを防ぐために一定の管理の仕組みが必要です。 

４）第三者への提供制限 本人の同意なく第三者に情報を提供しない。 

５）開示・改訂要請対応 本人から情報の開示要求や改訂の連絡あった場合は対応します。 

  ③これらを踏まえ、名簿などの情報をどう扱うかを町内の 
「情報管理規程」などに表しましょう。 

 
３）「名簿」「台帳」は安全確保のためのツールである事の認識を。 

・名簿作りは目的ではありません。どの様にそれらの情報を 

使うかにこだわり、訓練等行動等につなげましょう。 

 

６、全町内会長に回付されている「避難行動要支援者名簿」も一緒に考えよう！ 
   ・「避難行動要支援者名簿」は従来「秘匿」されるものでしたが、法令変更により、「支援する人」 

    には名簿情報を開示することにより避難支援がスムースに成される事が期待されています。 

   ・市が毎年春に提供する「避難行動要支援者名簿」は、民生委員と行政とで作成したものです。 

    町内に該当者の漏れが無いかの確認と必要に応じての追加は、町内が行う事になっています。 

   ・「避難行動要支援者名簿」の整備ができたら「要支援者をどう支援するかの“個別計画”」策定 

    が期待されています。易しい事ではありませんが、町内の事情を確認しながら推進しましょう。 

   ・要支援者名簿の情報を「災害対応名簿」に入れ、安否確認者と支援者が協力して避難支援を行います。

＜ 困った時、疑問がある場合には相談して下さい ＞ 

私たち「中越市民防災安全士会」有志は名簿に関する皆様の相談に応じます。 

・事務所に電話して下さい。 ０２５８－７７－３９１８（事務所運営は月、水、木、金の 9時～17時） 

・電話で日程・場所そして相談内容を決め、別途打合せを行います。  

●私たちは防災を学ぶ一般団体です。私達の学習の内容をベースにした相談対応であり、対応には限界が 

 あります。その場合はご容赦願います。 


